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 都民の生活を支える安心を推進します 
 

�生活����� 
 

１ 生活安定に向けて低所得者・離職者を支援します 

�安定し�生活�の�を������を支える�に� 
 
 
 

 生活向上への意欲があるにもかかわらず、低所得の状態からなかなか抜け出せない、あ

るいは、再就職ができない人に対して、安定した生活が送れるよう多様な支援策を実施し

ます。 

 �な�業��  

○実 ○ 生活安定�����事業                  3�591 百万円 

・ 生活安定応援事業                        891 百万円 

一定の所得以下の人々の生活安定に向けた緊急総合対策として、住民に身近な区市

町村に相談窓口を整備し、生活相談を始め、就業支援窓口やその他関係施策の紹介な

どを行います。[平成 20～22 年度 相談受付 17 万件] 

・ 住居喪失不安定就労者サポート事業（ＴＯＫＹＯチャレンジネット） 269 百万円 

生活向上の意欲がある住居喪失不安定就労者（ネットカフェ等利用生活者）に対し

て、生活相談を始め、現場に出向いて行う巡回相談や住宅情報提供等の居住支援、国

と連携した就労支援などを実施します。[平成 20～22 年度 2,000 人支援] 

・ 生活サポート特別貸付事業                    546 百万円 

 生活安定への意欲があり、所得が一定水準以下であるなどの一定の要件に該当す

る人々に対し、職業訓練等を受けて安定した就労を目指す場合に、当面の生活資金の

ほか、就職に際して一時的に必要となる就職支度金や転居資金等を無利子で貸し付け、

生活の安定や就労の促進を図ります。 

[（貸付限度額）生活資金 60 万円、就職等一時金 50 万円] 

・ チャレンジ支援貸付事業【一部新規】               638 百万円 

低所得世帯の子供たちの学習機会の確保を図るため、学習塾などの費用や高校・大

学などの受験費用について貸付けを行い、さらに、高校・大学等へ入学した場合は返

済を免除します。 

[（貸付限度額）学習塾等受講料：中学 3 年生・高校 3 年生 20 万円 

高校受験料：5 万 4 百円【新規】、大学等受験料：10 万 5 千円] 
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・ 介護人材育成支援事業（ＴＯＫＹＯチャレンジ介護）       1,247 百万円 

介護職場への就職を目指す低所得者及び派遣契約の解除等による離職者等に対し

て、資格取得のための講座代金を助成し、資格取得後は福祉人材センターによる就職

支援を実施するとともに、受講修了者を採用した施設に助成金を支給することで、介

護業界で働く人材の開拓と安定した生活の促進を図ります。 

  ・資格取得コース 

   受講奨励金を給付します。 

      [講座終了後 10 万円支給] 

  ・離職者支援コース 

      当面の住居について確保するとともに、生活資金や就職等一時金を貸し付けま

す。 

[一時住宅に３か月間入居可能、貸付上限額：生活費 45 万円、就職一時金 50 万円] 

 

� ��得者の就労支援・��人材���の��         124 百万円 

・ 福祉人材センターにおいてキャリアカウンセリング等の就労支援を実施します。 

 

� ��得者に対する��資�の��               41 百万円 

・ 介護福祉士等修学資金貸与制度について、低所得者に対しては返還免除の条件であ

る介護等業務従事期間を 3 年間に短縮し、介護福祉士等の資格取得を支援します。 

[返還免除の従事期間 低所得者３年間（原則 5 年間） 貸付限度額５万円／月 入学準備金・就職準備金 20 万円] 

 

・ 職業訓練の実施 
所得が一定水準以下であるなど一定の要件に該当し、職業訓練を希望する人に対して、職業能力

開発センターや民間教育機関による職業訓練を無料で実施するとともに、カウンセリング等を通じ
て就職を支援します。また、訓練期間中は、訓練に専念できるよう受講奨励金を支給します。 

 
・ 採用企業等に対する助成 

訓練修了生を正社員として 6 か月以上雇用した企業等に対して、採用助成金を支給し、就職先の
確保と定着を促します。 

参考 就職チャレンジ支援事業（産業労働局） 
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２ 福祉人材の育成・確保への取組を充実します 

����の��福祉����の実������ 
 
 

 福祉の仕事の魅力・やりがいを高め、人材の確保・定着を図るとともに、質の高い福祉

サービスを提供できる人材を育成するために、効果的な支援策を実施します。 

 �な事業�開  

○実 ○ ��者・�ームリー�ー���ネジメント��事業       � ��� 

・ リスクマネジメントや人事管理等の視点に重点をおき、体系的に構築したガイドラ

インの開発や研修実施等により、業界全体の健全化、適正化の向上を推進します。 

 

○実 ○ スキ�アップ・��������事業             ���� 

・ 民間施設・事業者における職員の確保・資質向上を図るため、有資格者等を対象に、

能力向上を目的とした研修を実施する区市町村を支援します。 

[地域福祉推進区市町村包括補助事業] 

 

○実 ○ ��福祉����資�の��                 �� ��� 

・ 介護福祉士又は社会福祉士を養成する施設等に在学する者で、将来都内の社会福祉

施設等で介護業務等に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与し、介護福祉士等

の養成及び確保を図ります。 

[返還免除の従事期間 ５年間 貸付限度額５万円／月 入学準備金・就職準備金 20 万円] 

 

○実 ○ 福祉人材センター�������の��           ��� ��� 

・ 福祉人材確保ネットワーク事業 

都内の福祉施設がネットワークを組んで、合同採用試験、採用時合同研修、法人

間人事交流を実施することで、福祉人材の確保や定着、育成を図ります。 

・ キャリアカウンセリング・能力開発講座の実施 

介護福祉士等の有資格者を対象として、民間就職支援会社等を活用したキャリア

カウンセリングや能力開発講座を実施し、介護分野への再就職を支援します。 

・ 福祉の仕事イメージアップキャンペーン 

福祉の仕事の魅力、やりがいをアピールするイベントを実施し、福祉・介護の従

事者の社会的評価の向上を目指します。 

・ 有資格者データ管理システム 

ヘルパー研修等の修了者のデータを新たにシステムで管理し、福祉人材センター

の各種案内の送付に活用することで、資格を持ちながら就労していない潜在的有資

格者へ効果的に情報提供を行います。 
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３ ユニバーサルデザインの考え方に立ったまちづくりを 
進めます 

�す��の����������に�������������まちづくり� 
 
 

 福祉のまちづくり条例をユニバーサルデザインの理念に基づいた条例に改正したことを

機に策定した推進計画を着実に実施し、区市町村、事業者、都民等と連携しながら、福祉

のまちづくりの取組をより一層推進します。 

 �な事業�開  

○実 ○ ユニバーサルデザイン整備��事業            1��1� ��� 

・ ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業 

区市町村におけるユニバーサルデザインの視点に立った先駆的な福祉のまちづく

り事業を支援します。 

[13 地区] 

・ とうきょうトイレ整備事業 

だれもが社会参加できるまちづくりの核となるトイレ環境の整備を行う区市町村

を支援します。 

[16 地区] 

   

○実 ○ ����レ�ー�ー�整備事業               ��� ��� 

・ 民間鉄道事業者と協働して駅にエレベーター等を整備する区市町村に対して、設置

に係る必要経費を補助することにより、駅のバリアフリー化を進めていきます。 

[25 駅]  

 

○実 ○ �����り�り����バ�整備事業           �5� ��� 

・ ノンステップバスの整備を進める民営バス事業者に対して、購入経費の一部を補助

することにより、だれにも乗り降りしやすいバスの導入促進を図ります。 

[201 両] 

 

○ ����福祉のまちづくり�����             1 ��� 

・ 区市町村の先駆的な取組や事例を紹介するシンポジウムを開催し、他の区市町村へ

の普及を図るとともに、取組等の評価を継続的な改善につなげていきます。あわせて、

都民に対する福祉のまちづくりの理解促進も図ります。 

 


